（別紙４）

サービス提供体制強化加算の職員の割合の算出方法

	要件（例）
	要件の定義の留意事項
	職員の割合の算出　※
	（職員の割合の算出　例外）

前年度の実績が6月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む）

	資格取得者（介護福祉士等）が

●●％以上配置されていること。
	資格取得者＝

「各月の前月の末日時点で資格を取得又は研修の課程を修了している者」
	常勤換算方法により算出した前年度（3月を除く）の平均
	届出日の属する月の前3月について、常勤換算方法により算出した平均を用いる

→4月目以降届出が可能

	常勤職員が

●●％以上配置されていること。
	常勤＝

「当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数（32 時間を下回る場合は32 時間を基本とする。）に達していることをいう」（注）
	
	

	○○年以上の勤続年数のある者が●●％以上配置されていること。


	勤続年数＝

「各月の前月の末日時点における勤続年数を言う」

・例えば、令和８年4月における勤続年数7年以上の者とは、令和８年3月31日時点で勤続年数が7年以上である者をいう。

・同一法人等の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができる。
	
	

	備　考


	
	※　訪問リハビリテーションの場合のみ、常勤換算方法ではなく（Ⅰ）にあっては届出月の前月の末日時点で7年以上、（Ⅱ）にあっては3年以上の勤続年数の者が１名以上の配置となる。
	・届出を行った月以降においても、直近3月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならず、その割合については、毎月記録し、所定の割合を下回った場合は、直ちに届出を提出しなければならない。


（注）

①　常勤とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数（32 時間を下回る場合は32 時間を基本とする。）に達していることをいうものであるが、母性健康管理措置又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30 時間として取り扱うことを可能とする。

②　同一の事業者によって、当該事業所に併設されている事業所の職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る時間数の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとする。

